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情報通信審議会 情報通信政策部会 

デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会 第４１回 議事録 

 

１ 日時：平成２０年６月２４日（火）１６：１５～１７：１５ 

２ 場所：総務省 第一特別会議室 

３ 出席者（敬称略） 

（１）委員（専門委員含む） 

村井 純（主査）、井川 泉、石井 亮平、石橋 庸敏、植井 理行、大渕 哲也、 

大山 永昭、華頂 尚隆、河村真紀子、佐藤 信彦、椎名 和夫、菅原 瑞夫、関 祥行、

高橋 伸子、田胡 修一、田村 和人、生野 秀年、福田 俊男、堀 義貴、長田 三紀 

（以上２０名） 

（２）オブザーバー 

川瀬 真（文化庁）、榊原 美紀（松下電器産業株式会社）、長谷川 洋（株式会社テレビ

朝日）、藤沢 秀一（日本放送協会）、松岡 達雄（日本電信電話株式会社）、元橋 圭哉（日

本放送協会）、安江 憲介（サイエント ジャパン株式会社）、山崎  博司（社団法人日本音

楽事業者協会）、 

（３）事務局 

小笠原情報通信政策局情報通信作品振興課長 

（４）総務省 

中田政策統括官、松井官房審議官、鈴木総合政策課長、吉田放送政策課長、吉田地上放送

課長、藤島地域放送課長 

 

【村井主査】 ただいまから情報通信審議会「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検

討委員会」第４１回の会合を開催いたします。委員の皆さん、お忙しいところお集まりいた

だき、ありがとうございました。 

   本日、ご欠席の委員とご出席のオブザーバーにつきましては、席上の資料の通りです。   

前回、答申骨子案で議論をしていただいた結果を反映させた答申骨子案に基づきまして、昨

日、情報通信審議会の情報通信政策部会で私から報告致しました。昨日の部会のご意見に基

づき、骨子案の修正をしておりますので、本日は、部会での委員の発言を反映させたものを

ご説明し、ご確認いただいた後に審議していただきます。その前に関委員から、ダビング１

０の開始時期の確定についてご説明をしていただきます。お願いいたします。 

【関委員】 １９日の本委員会を受けた話でございますが、Ｄｐａの方は昨年８月の答申に基づ

きまして、昨年来ダビング１０の早期導入ということを図るために、運用規定の改定、それ
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から放送事業者、メーカーの方の準備作業ということを行ってまいりました。その後の経過

は、この委員会でも何回かご報告しているとおりでございます。 

   １９日の委員会で、委員会の方から、また主査の村井先生の方から、開始日時をＤｐａの

方で確定しろということのご指示を受けまして、早速２０日の日に、まず放送事業者、それ

からメーカーの方の準備状況をチェックいたしました。その上で、基本的に準備が整ってい

るということもございますので、ダウンロードとか残った色々なことがありますので、そう

いうこともかんがみて、７月４日の午前４時開始ということではどうかと、Ｄｐａの技術委

員会でメール審議をいたしました。 

   たった１日のメール審議でございましたが基本的に異論はないということで、昨日の正午

にＤｐａ技術委員会としては、運用開始日時を７月４日金曜日午前４時と確定するというこ

とで決定いたしました。 

  この決定に関しましては昨日の政策部会の方でもご報告いたしましたが、改めてもともと

の委員会の方にも今報告させていただきたいと思います。 

  以上です。 

【村井主査】 ありがとうございました。 

   運用開始日時を７月４日午前４時で進めていただくというご報告でした。どうもありがと

うございました。引き続きまして、先ほどご説明申し上げました、昨日の部会の意見を踏ま

えて修正を加えた答申骨子案に関し、事務局からご説明をお願いいたします。 

【小笠原コンテンツ振興課長】 それでは、番号なしの資料で、中間答申骨子案ということにつ

きまして、４０ページと大部にわたることに結局なっておりますけれども、前回主査からお

話がありましたとおり２カ所調整中というところがございました。 

   昨日部会の方に主査の案ということで、その埋めたものをご報告いただいたわけですが、

そこについてご指摘がありまして、それについて反映させたところも含めて、２カ所のとこ

ろを中心にご説明いたします。 

   まず１カ所目でございますけれども、ダビング１０の経緯を説明した後の合意形成に向け

た経緯と、それから今後の進め方をどうしていくかということに関する提言の部分でござい

ます。基本的には６ページから８ページにかけての部分でございます。 

   昨日の部会のご議論でも、やはり合意形成の過程を丁寧にトレースした上で、合意形成の

経緯に照らして、じゃ、答申としてこの後のことをどう考えていくのかといったことをきち

んと書くべきだというご指摘がありまして、それで６ページ以下の記述になっております。 

   ６ページから７ページにかけましては、フォローアップワーキングの設置から始まりまし

て、その後フォローアップ会合での議論、文科省さん、経産省さんにおける色々なお取り組

み、そういった動きを受けた後の６月１９日第４０回委員会における各委員のご発言及びご
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提案、合意形成といった経緯をトレースした後に、８ページにおきまして、そういった過程

を踏まえて今後のことをどう考えていくかということを記載しているところでございます。 

   ６ページから７ページにかけて、ここのところについては６月１９日にありましたご発言

のところを事務局の判断で拾わせていただいておりますので、ここのところについては後ほ

ど色々なご紹介をしている中でまた委員からご指摘、ご修正いただきたいと思いますが、基

本のところでは、流れを追うという意味で事務局が拾わせていただいたものを、とりあえず

入れさせていただいているところでございます。 

   ６ページの（１）のところでございますが、フォローアップワーキングで確認されたフォ

ローアップワーキング構成員の間での共通認識。それから、必ずしも共通認識は得られてい

ないところ。（２）については、経産省と文科省さん、ダビング１０の早期実施に向けて環境

整備といった内容。それから（３）については、まずは６月１９日に行われました委員会に

おいて、消費者団体あるいは権利者団体、受信機メーカーさん、放送事業者さん、それぞれ

のお立場からどのような発言があったかといったようなことをトレースしてございます。 

   消費者の立場からは、クリエーターへの適正対価の還元をめぐって色々なご議論が行われ

たわけですけれども、消費者としてもそれを決して否定していない。才能ある多くの若者が

コンテンツを創造する仕事を選択するインセンティブを絶やさないといった観点から、審議

会の場でもそのための具体策を真剣に検討するべきではないかという問題提起があり、それ

から一方で、この審議会がまさにコピーワンスの改善ということに当初から取り組み検討を

行ってきた。審議会の責任を果たすという観点から言えば、外部で色々な動きがあったり、

あるいは制度の検討が行われたりするけれども、そういったこととは関わりなく主体的に検

討・判断した上で開始期日を決めていくべきだといったご発言があった後、権利者団体の方

から、適正な対価の還元ということをめぐる考え方としては、やはり対価の還元とは補償金

ということに関わる関連性をご指摘の上、経済産業省さん、文科省さん両省の合意に関する

考え方が示され、現状に関する認識、その中でも権利者が常に消費者の利便性の確保に最大

限に配慮していくといったご発言があり、受信機メーカーさんの立場からはダビング１０の

環境整備といったことに向けた経産省さん、文科省さんの調整ということについて評価する

ということを受け、そういった合意に関して全ての関係者間で理解が深まって、ダビング１

０の一刻も早い実施につながるということの期待感。放送事業者のお立場からは、四次答申

以来真摯に準備を進めておられ、準備は整っている。あとは早期に合意が形成されて期日が

確定するということ。それに対する期待感。そんな一連のご発言があった後に、権利者団体

さんからご提案ということがありまして、開始期日を早期確定することについて委員会にて

合意形成が行われたという経緯をたどったわけでございます。 

   ８ページには、それを受けました審議会としての考え方が書いてありまして、まずは７月
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５日をめどにダビング１０の開始期日を確定して、運用開始ということに努力すべきと。こ

れについてはただいま、７月４日午前４時を開始期日とするというご報告がございました。 

   そういった合意の形成過程で何度か言及されました補償金制度につきましては、早期の検

討に関する合意形成を期待するものではございますが、審議会の検討対象ではないという点

について特段のご異論は見られないということ。それからクリエーターに対する適正な対価

の還元という第四次答申の共通認識については、審議会としては補償金以外の側面から対価

の還元の具体策ということを継続して検討していくところが必要と。 

   具体策の例としてはコンテンツ取引市場の形成という議論をこの場でもやっているわけで

ありますが、そういった中で議論されている透明で公正なルール、クリエーターの方々にふ

さわしい権利と権利に応じた適正な報酬といったコンテンツ取引市場における議論というこ

とが、例えば一環としてとらえられるのではないかといったことを種々まとめてございます。 

   以上がダビング１０について、合意形成までの過程と、それに基づく審議会としての今後

の進め方に関する考え方という部分でございます。 

   それから、もう１か所調整中ということでお示しをしておりました。今度はエンフォース

メントにかかわる議論について、今後の検討課題、提言ということでございますが、ちょっ

と飛んで２０ページの方へ行っていただけますでしょうか。 

   先ほど先生からお話がありましたとおり、先週１９日の委員会後、翌日技術ワーキングが

先生によって招集されまして、そこでこの調整中とされたところについてどういった提言を

行っていくべきかについて審議が行われたわけでございます。 

   それで、その審議を反映した案を先生に作成いただきまして、部会に報告をいただいたわ

けでございますが、そこで議論されたことを何点かご紹介しつつ、内容を簡単にリファーさ

せていただきますが、まず一番大きかったのは、委員会審議においてエンフォースメントに

ついてどのようなことが指摘され、どのような問題があるという指摘が行われたのかという

こと。そこをきちんと整理し、明記をすべきではないかという点でございます。 

   それが２０ページの①、②というところに示されているわけでございますが、問題点の指

摘の大前提といたしまして、何でエンフォースメントのあり方という議論が必要なのかとい

うところ。そこがⅰ）の（ａ）、（ｂ）というところに書いてあります。 

   一つのご議論は、地上デジタル放送がいわゆる基幹放送という性格を持っていること。す

なわち、あまねく普及ということが求められて、であるがゆえに視聴者への影響が非常に大

きいといった特徴を持っているということ。それが１点目のご議論としてございました。 

   それから、であるがゆえに、基幹放送であまねく普及、それで非常に影響が大きいという

ことがあるから、コンテンツ保護にかかわるルール、その担保措置ということについて、視

聴者・消費者の参加を得たオープンな議論ということが求められるんだと。それが共通認識
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としてあったということかと思います。 

   そして、そういう問題意識のもとにどういった指摘が行われたのかということについて、

２０ページの下のところに片括弧で３点ほど整理させていただきました。 

   一つは視聴者が持つ意識の問題。２番目がエンフォースメントにかかわるコストと効果の

問題。それから３点目が、基幹放送つまりあまねく普及という点でとらえられる基幹放送の

性格にかかわるもの。この３点で整理ができるのではないかということでございます。 

   それで２１ページに、この３点につきましてこれまであったご指摘ということを、とりあ

えず文章化して短くまとめてあります。 

   まず視聴者の意識にかかわる課題ということについては、やはり今のエンフォースメント

のシステムでＢ－ＣＡＳカードというカードが必要とされる。そのカードの取り扱いについ

て、一定の知識と取り扱いに関する注意が必要となるということ。そしてアナログ放送のと

きにはなかったこのような事前の知識やあるいは注意ということが求められることについて

ストレスを感じていらっしゃる視聴者の方が多数に上っているという可能性が非常に高いん

じゃないか。受信機を普及促進するという観点からは、こういったストレスを感じさせるよ

うなシステムの改善ということが必要なのではないかといったご指摘が、まず一固まりとし

てあったかと思います。 

   次にコスト効果論ということでございますが、エンフォースメントというのはコピー制御

の実効性の担保ということを目的としているわけでございますが、その仕組みを維持するた

めには当然ながら一定のコストを有しているわけでございますし、それとの関係で見合う効

果は確実に得られているのか。その点に関するご疑問が何点か指摘があったわけでございま

す。そういったコスト対効果は確実に得られているのかという観点から、今の技術と契約を

ベースとするシステムの見直し、あるいはアメリカで一時導入が検討されました制度を参考

とした制度面のエンフォースメントの検討といったことの必要性のご指摘が、何点かあった

かと思います。 

   それから３点目として、基幹放送の性格にかかわるもの。すなわち基幹放送の特徴という

のは、先ほど申し上げたとおり法律によって放送事業者さんにあまねく普及の努力義務が課

されている。そうすると、全ての視聴者の方々に放送を視聴可能とするということを政策目

標としているわけでございます。しかし、全ての視聴者の方々に見ていただくということを

前提としているにもかかわらず、一旦、放送波は暗号化され、視聴が不可能な状態となった

上で、また改めて全ての受信機で複合して視聴可能としている。この点についての違和感と

いうことに関するご指摘もあったわけでありまして、そういう前提のもとに、暗号化を用い

ない制度によるエンフォースメントについての検討が必要じゃないかというご指摘もあった

ところでございます。 
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  なお、今申し上げた３点の様々なご指摘につきましては、実際のご発言を何か所か拾わせ

ていただいております。ここでは詳細な説明は避けますが、１５ページから１６ページにか

けましてエンフォースメントにかかわる指摘や意見ということで、１５ページには先ほど申

し上げた視聴者の意識に関するもの、それから１６ページには２）としてコストや効果に関

するもの、３）にはいわゆる基幹放送に関するもの。今はとりあえず文章化してまとめさせ

ていただきましたが、ここでは実際にご指摘のありましたご発言ということを拾わせていた

だいて、再掲させていただいております。 

   以上のように２０ページと２１ページで、委員会の場でエンフォースメントについて何が

問題で何が課題と指摘されたのかという課題の特定ということを、まず前段でやるべきでは

ないかという技術ワーキングでのご指摘に沿いまして、この点についてかなり詳しい記載を

させていただいたということでございます。 

   しからば、こういった特定された課題に応じて何を検討していくべきなのかということで

ございますが、そこで２２ページをごらんいただければと思います。技術ワーキングにおき

まして、課題の特定、後に、それではそれをどういうスタンスで検討していくのかというこ

とについて、ご議論があったわけでございます。 

   ここでは項目として、検討の範囲、検討の進め方という２点について整理をさせていただ

いているわけでございますが、まず検討の範囲ということについては、やはりエンフォース

メントあるいはコンテンツ保護のルールに関するそもそも論ということとの関係で、検討の

範囲を限定するという作業を行っているところでございます。 

   すなわちコンテンツ保護のルールというのは、これはもとはと言えばコンテンツも提供し

たいわけです。これは色々なものが色々なネットワークを介して提供されているわけであり

ますが、これはビジネスモデルの一環ということでございますから、そのルールを担保する

というのも基本的には民間の自助努力ということが原則なわけであります。 

   自助努力である以上は、当然その内容も民間で自由に定められるべきということでありま

して、そういった原則にかんがみますれば、今回審議の対象とするのは冒頭申し上げました

ようなあまねく普及といったような特徴を持っている地上デジタル放送、いわゆる基幹放送

というように対象は限定されるべきだということが、検討の範囲というところに書いてござ

います。 

   次に進め方ということでございますが、先ほど検討過程において幾つか手段を検討すべき

じゃないかというご指摘があるわけでございますが、技術面、制度面、色々な手段を検討す

るに当たりましても、じゃ、最終的にどれをとるのかという議論の段階は言うまでもないこ

とですが、この後に色々指摘してあります課題を検討していく各過程におきましても、民間

による自助努力による解決手段、それに関わる議論が十分尽くされているのかどうかという
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点に常に立ち戻り、慎重に検証していく必要があるのではないかということが、一つスタン

スとして挙げられております。 

   それから制度、技術。個別具体的な手段の検討に着手する前に、まずは双方の選択肢の基

本的な考え方あるいは仕組みといったことを明確化した上で、それぞれ前段までに色々指摘

されました課題解決の方法として馴染むか否かを検討することが必要であろうということで

ございます。 

   こういった検討の基本的なスタンスのもとに、上の箱の真ん中の丸にありますとおり、今

どの選択肢がいいのか、あるいは今の手法を変更する必要があるのかないのか、変更すると

した場合どのような方法か。これは今の段階で結論づけることはできない。ただ、先ほど申

し上げたような様々なご指摘、問題点が、視聴者、権利者の立場等から行われていることは

事実でありますので、そういった問題を真摯に受けとめてエンフォースメントに関する検討

を行っていくということを記載してございます。 

   いずれにしても、今のエンフォースメントの手法について、常に視聴者にとってよりよい

手法を模索していこうということについては、少なくとも技術ワーキングあるいは本委員会

の場で認識の相違は見られないということは再確認してございます。 

   あとは２３ページ、２４ページ。今のようなスタンスでどのような課題を検討していくべ

きかということにつきまして、例えば今後検討し深掘りしていく課題として、エンフォース

メントの実効性、適切なルールのあり方、あるいはルール違反の場合の措置と、幾つか課題

を挙げてございます。いずれも今までそれぞれ選択肢を整理していく過程でご指摘のあった、

しかもこれから深掘りをしていかなければいけない問題点でございますが、それについて今

後こういったところを深掘りしていってはどうかということが書いてございます。 

   一例を挙げれば、制度と技術ということをもし仮に言うのであれば、本質的に制度の方が

スピードバンプ（一時的な減速効果）ということしかないんじゃないかという意味では、技

術・契約によるエンフォースメントに比べてやっぱり実効性が薄いといったことを正面から

とらえて議論していく必要もあるんではないかということでございます。 

   ２４ページには、今後検討は当然継続していくべきですし、それから検討のスケジュール

ということも一応念頭に置いておくべきだろうということでありまして、検討の継続と検討

体制というところについて当審議会で議論していく立ち位置ということを改めて書いてあり

ます。まず検討対象は基幹放送という性格を持つ地上デジタル放送コピー制御、あるいはエ

ンフォースメントの具体的なあり方であると。 

   当審議会の観点としては、まずは放送コンテンツの品質の維持・向上、そのためのコンテ

ンツ保護、それから見ていただく視聴者の利便性の確保といった観点から、審議会におき継

続して検討してく必要があるということ。 
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   それから審議の過程で色々なことをご指摘いただきましたが、引き続き関係省庁さん、そ

れから例えば部品メーカーさんとか、流通事業者さんといった方々も、これからの議論には

参加をいただく必要があるんじゃないかといった検討の体制についてのご指摘ということを

踏まえた書き方がしてあります。 

   今後のスケジュールについてはここの②にありますとおり、ほんとうに今の段階では色々

な可能性がありまして、これは技術でいくのか、制度でいくのか、両方併用するのか、ある

いはもしかしたらまた別の選択肢があるのか。そこら辺は今の時点でこれを決めることはで

きないわけでありますが、ただ、メドとしては２０１１年デジタル全面移行時ということが、

一つエンフォースメントについての区切りの時期ともなるであろう。そうすると２０１１年

の全面移行時には、仮に今の方法を変えるのであればそれが決められ、かつ運用が開始され

るということが望ましいであろうという考えのもとに、あと３年弱でございますので、例え

ば１年ぐらいをめどに一定の結論を得る努力をしてみてはどうかというような提案がされて

おります。 

   以上が、技術ワーキングにおける議論を踏まえまして、村井主査のご指導のもとに作成さ

せていただいた、調整中とされておりましたところの議論でございます。ちょっと長くなり

ましたが、事務局からは以上でございます。 

【村井主査】  ありがとうございました。 

   本日は、今ご説明いただいた２点についてご確認をお願いいたします。 

   まず１番目のダビング１０に関する今後の進め方ですが、今の事務局からの説明にもあり

ましたが、昨日、部会に答申骨子案を諮り、委員の皆様からご指摘をいただき、それを受け

て、政策部会長、委員のご指摘を含めるよう事務局に修正をお願いし、本日の修正版となっ

て、今ご説明いただいたという経緯です。 

   基本的には、昨日指摘していただいたのは、期日確定に関する合意形成に至るプロセスを

正確に書くということで、そこは丁寧に記述いたしました。それから今後の検討の進め方に

ついても、色々な立場があると思いますので、その表現を明確に致しました。 

   前回からご説明申し上げているように、この委員会の中間答申に関する文言は、各委員の

皆様にはそれぞれのお立場がございますので、どういう意見があったかを明確に、透明に書

いた上で答申とするということを繰り返し皆さんにお願いし、お話ししてきております。そ

のようなこれまでの進め方を鑑み、ここの部分はこれだけ丁寧に書いておいた方が良いであ

ろうという配慮からの修文です。答申案を完成させるプロセスの中では、今からであっても

皆さんのご発言の事実関係等に関して必要な修文を追加させていただくということはいたし

ますが、基本的に今示していただいた骨子の流れや項目については確定させたいと考えてお

ります。 
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   この部分について何かご意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。では、こう

いう形で進めさせていただきます。これから出てくる文案において、本件に関する皆さんの

ご意見の集約をお願いします。 

   それでは２点目、コピー制御のルールに関するエンフォースメントに関してですが、これ

も前回の委員会では調整中ということで空白でした。その後、技術ワーキングを前回の委員

会の次の日に開催し、議論をしていただきました。その結果を踏まえて私が作成した案を昨

日、情報通信政策部会に諮っていただき、骨子として情報通信政策部会では了解を得ました。 

   その部会にお諮りした案につきましては、前回の委員会で、部会の方でのご意見を踏まえ、

また皆様にご相談と確認をした上で、答申案にどのように記述していくかという確認のプロ

セスに移ることをお約束しております。技術ワーキンググループを経て骨子案を作成し、部

会を経て承認をされた内容に関して、皆さんのご意見を今日は一通りお伺いしたいと思って

おります。 

   技術ワーキングでの議論ですので、まず技術ワーキングに参加をしていただいた放送事業

者とメーカーのお立場からご意見をいただき、それから皆さんのご意見を伺うという順番で

進めさせていただきたいと思います。 

   まず関委員から、ご発言をお願いいたします。 

【関委員】 具体的には２０ページから後ろの提言というところになって、その一種の結論とい

うようなところが２４ページということだと思いますが、実際の文面がどういうふうになる

かということもありますけど若干長いので、今一字一句云々ということは言えないんですが、

基本的にここに書かれているのは技術ワーキングの方の２０日の検討の結果を受けながら記

載されているということで、特に２４ページのところで今後の検討のスケジュールというと

ころもありますが、そういう意味では記載されていることに関してはこのとおりで結構かと

思います。 

   具体的には委員会でも放送事業者側から２回ほど、今ワーキングの方で検討している制

度・技術両方の像と、それから比較というほどではないかもしれませんけど、検討のプロセ

スをご説明してまいりました。今後とも制度・技術両方の方向で何が適切かということに関

して方向性を探っていく議論、そのための課題をまとめてございますので、それに基づいて

検討していくことが必要だと考えております。 

   ということで、この提言に関しては、こういう提言でよろしいのではないかと思います。 

【村井主査】 ありがとうございます。 

  藤沢委員、お願いいたします。 

【藤沢オブザーバー】 関委員の意見と私も同意見です。 

   技術検討ＷＧにおいて様々な意見が出されまして、その結果といいますか、どういう意見
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が出されたかということについてはこの場でもご紹介させていただきましたけれども、今後

議論を展開していく上での材料はこれでそろっているのではないかと思います。 

 これからは各課題について粛々と、この提言にあるようなスケジュールに沿って進めてい

くのがよろしいのではないかと考えます。 

 以上です。 

【村井主査】 ありがとうございます。 

   それではメーカーのお立場、今日は松下電器の榊原さん、お願いいたします。 

【榊原オブザーバー】 まず２０ページの提言の検討課題のところなんですけれども、３つの観

点からこちらの委員会で色々な方が課題を指摘されているということで、その次のページに

色々な課題が例として挙がっています。技術ワーキングに課せられた課題というものがある

程度は特定されないと解決というものができない。これは例だということなので、そのほか

にもあるのかもしれないですし、実際にこの課題自体が、よくよく考えてみるとそんなに課

題ではないというものもあるのかもしれません。ですからここにもしつけ加えるとすれば、

やはり課題の例としてだけにとどまらず、課題の特定が課題を解決する前提としては必要な

んではないかなと思います。 

   課題が特定されれば、当然その課題の解決に必要なエンフォースメントのあり方が何かと。

それは技術なのか法律なのかというところへ行くのだろうなと思います。それが課題につい

ての意見です。 

   それから２２ページ以下で検討の進め方ということでまとめていただいていまして、実際

に技術ワーキングでも意見を申し上げた点を記載いただいているんですが、検討の進め方の

ⅰ）のところで、民間の自助努力による解決手段に係る議論が十分に尽くされているかとい

う論点に常に立ち戻りというところですけれども、以前の委員会でも、また技術ワーキング

でも申し上げたとおり、やはり産構審であるとか、産構審に限らず一般原則として、法規制

の前に民間の自助努力が十分なされたか。十分というレベルはどこまでが十分かという評価

は幅があると思うんですけれども、それがなされるのが原則だと。これはそのとおりその部

分について記載いただいているんですけれども、その下のところに、技術と法律の双方の選

択肢を見ていきましょうということなんですけれども、やはり法律、法規制とか行政の介入

というのは、できない場合には必要最小限でやるというのは私的自治の原則とか世の中の常

識なんじゃないかなと思うので、そこの前後関係というのは明確に確認をいただきたいなと

思います。 

   それから民間の自助努力が原則といった場合には、現行の技術の方式というものがあって、

それ以外にも色々な技術方式が無数にあると思うんですけども、コストのことを考えなけれ

ば、課題を解決できる技術解というのは絶対あるんだろうというようなことを、どなたか、
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大山先生でしたか、おっしゃっておられたように思うんですけれども、現時点ではそういう

検討というか、双方を比較するといっても技術解の方の話というのは全然出てはおりません

ので、それは今後の検討のプロセスとして当然予定をされているんであろうなということも

確認をしておきたいなと思います。以上です。 

【村井主査】 どうもありがとうございます。引き続きまして、河村委員、お願いいたします。 

【河村委員】 エンフォースメントについてでございますよね。 

【村井主査】 そうです。 

【河村委員】 あまり整理されていないんですが、幾つかこの中で気になりました。今のシステ

ムというのがＢ－ＣＡＳとスクランブルということだと思うんですけれども、まず１箇所気

になったのが、２３ページのエンフォースメントの実効性というところに、制度によると、

技術・契約によるエンフォースメントに比べ実効性が薄いのではないかと書いてあるんです

が、これから出るすばらしい技術というのを別にして今のシステムでいうと、私はシステム

として破綻しているのではないかなと思うので、そこで実効性という意味でいったら現時点

実効性がほとんどないと思っていますので、技術による方が実効性が高いというような書き

方に抵抗を感じました。今破綻しているのにどうしてかしらと。 

   あと、先ほどの課題は課題と言えるのかしらというようなことを榊原さんがおっしゃった

ように思うんですが、私はこの書き方がちょっと弱いかなと感じています。現在のエンフォ

ースメントについては、今言った既に破綻しているじゃないかという点もすごく大きな課題

ですが、それとは別に、基幹放送にスクランブルをかけているという大きな問題点があると

思います。事の是非はともかくコピー制御ということのためにやっているのに、スクランブ

ルによって、地上波のテレビ放送を受信できるかどうかがそこにかかってしまっているとい

うことです。全くコピーなどしない人にもスクランブルで飛んでくる。あまねく受信できる

かどうかということよりも、権利者さんの権利を守るルールどおりかどうかが優先されてい

る。 

   ここを読みながら頭の中で想像したんですけれども、例えば災害によって山の中で土砂崩

れが起きて取り残された人が、電気がかろうじてあって、テレビを見ようと、そこから情報

を得ようとしたときに、Ｂ－ＣＡＳカードがないとか、破れてしまったという場合、このシ

ステムは、コンテンツ保護ルールどおりかどうかということの方が、大切な情報が得られる

かどうかよりも優先しているんだなと。そういうところがすごく何か違うと感じます。消費

者としては制度によるエンフォースメントがいいかどうかはまた別の問題としても、基幹放

送にスクランブルをかけるのはやめるべきだと申し上げたいと思います。 

   以上です。 

【村井主査】 ありがとうございます。長田委員、お願いいたします。 
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【長田委員】 ここに書いていただいている中で、河村委員もご指摘になりましたけれども、制

度のエンフォースメントについて、困難だとかということを書いていらっしゃる。これはこ

れから検討していく中の一つととりあえずは読んでおこうかなと思いました。 

   だけれども、やっぱりちょっとそこだけ抜き出して書いてあって、私たちがもともと課題

だと思っているものに対してのお答えはまだ全くいただいていないので、これからワーキン

グなどでご検討いただいたものをこの委員会に、こういういいところ、悪いところ、こうい

うことができる、できない、こういうコストがかかるとかというようなものを色々と、それ

こそ選択肢というか情報を出していただいて、その中で放送事業者の皆さん、メーカーの皆

さん、権利者の皆さん、消費者の私たちのみんなで、有識者の先生方とご一緒に、どういう

のが一番いいのかというのを検討させていただきたいと思っておりますので、ぜひこれから

もより広い視野で検討を進めていただきたいと思います。 

   それから課題の特定につきましては、これも河村さんがおっしゃいましたけれども、何が

課題だと思っているのかというのは、ほんとうに地上放送をデジタル化ということで色々な

協力をしている国民自身が、課題として感じていれば課題なのだと思います。それが地上放

送、基幹放送というものの役割だろうと思いますので、みんなが２０１１年に向けて色々と

努力をしなければいけない状態の中で何かネックになるというものがあれば、やはりそれは

解決の方向に向かっていきましょうということはこの中にも多分書いてあったと思いますけ

れども、それが原点なんだろうということはもう一度強調しておきたいと思います。 

   それから民間の努力のお話。まずは民間の問題だろうというお話がありましたけれども、

そうだとしても、民間の努力でどういうことができるのか云々の話をこういう場で決めさせ

ていただきたいというのが強い願いです。といいますのは、もしこのルールが、じゃ、新し

い技術界でこういうのがありますからこれにしますと関係の皆さんだけでお決めになってし

まったら、国民がすごく、消費者が課題だ、これはちょっと使いにくい、嫌だなと思ったも

のがあっても、選べません。もうそれを買うしかないんです。私たちは昔買い控えだとか何

とかといって、この業界の皆さんと闘ったことがありましたけれども、今回はそれすらでき

ない、これを受け入れなければ見ることができないということになって、それは見ないとい

う選択肢しかなくなるので、そういうことにはならないように、ぜひみんなが、ああ、これ

なら受け入れられるなというところの解を、みんなで見つけていきたいと思いますし、毎回

何度も申し上げますが、基幹放送である地上放送へのスクランブルについては全く必要がな

いものだと思っていますし、ぜひ外す方向で考えていただきたいと思います。 

【村井主査】 ありがとうございます。それでは高橋委員、お願いいたします。 

【高橋委員】 私は昨日政策部会の方でも色々ご意見を申し上げまして、村井先生、事務局にも

ご苦労いただいてかなり盛り込んでいただきましたので、特段このペーパーに関する意見と
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いうことはございません。ただ、先ほどメーカーの方からのご意見の中で、やはりここを基

本認識として一緒にしなくてはいけないなというところがあるので、その点だけ申し上げた

いと思います。 

   課題が必要でないものもある、何が問題かわからないというようなご発言があったんです

が、私もそうなると困るので、昨日の席上で、そこに関しては丁寧に書き込んでほしいとい

うことを申し上げまして、実は先ほどの説明でははしょられたと思うんですが、１５ページ

から１６とかに、その課題、指摘、意見というものを詳しく書き込んでありますので、それ

は委員会で出た意見であったり、パブリックコメントに寄せられた意見であったりしますの

で、それをきちんと整理して３つに、視聴者の意識に関わるもの、コストの効果に関わるも

の、基幹放送の性格に関わるものがあると非常に明快な整理をしていただけたのではないか

と思っています。 

   それから民間の自助努力が十分にされたか、それでもできなければ制度や法規制が来るも

のだという議論があったんですが、既に自由でやってきた結果がコピーワンスで、それを修

正するのにこれだけの時間がかかっているという事実があり、そして今申し上げましたよう

に色々な課題がある中で、制度と技術の両面から実効性確保をどうするのかというのがこの

委員会で我々のミッションとして検討しているので、この方向性でいってほしいです。それ

から技術は無数にあるということだったんですが、無数の技術を無数に示してくれなどとは

言っておりませんで、実効性の確保のあるものだけでも幾つか示してほしいということも実

現しないで、技術は現行のものをもってそれがいいのだというようなご説明がどうも多かっ

たように私は思っております。長田委員もおっしゃいましたけれども、やはり我々はオープ

ンな議論を望んでいると。ここまで、わからないながらも一生懸命技術のことについても勉

強しながら理解しようとしてやってきたわけですし、また一般の国民の方々にもわかりやす

い選択肢を全て隠さず提示した上で、こういうプロセスでこれに今は決まっています、今後

技術革新があった場合にはこういうふうに変わる可能性がありますと、ここをきちんと説明

する責任がこの委員会にもありますし、情報通信審議会の方にもあると思っていますので、

この方向性を崩さずにやっていくべきだと思います。 

   以上です。 

【村井主査】 ありがとうございます。椎名委員、お願いいたします。 

【椎名委員】 何かほとんど言われてしまったので申し上げることはないような気がするんです

が、繰り返しになってしまうんですが、やはり論点として非常に大事なことは、Ｂ－ＣＡＳ

が破綻しているということ。それはもうどうしようもないわけです。ここでその技術を変え

るのか、制度をどうするのかという択一の話になっているというところからいって、破綻し

ている事実を、きちっと書くべきで、そこの解決がミッションなんだということから話が始
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まっていくべきではないかと思います。 

   それからメーカーさんは産構審とかを引き合いに出されて、おそらくメーカーの委員以外

の方全員が、そんなことを引き合いに出すのはおかしいという話になったと思いますけれど

も、やはり公共性です、地上放送の持っている公共性、それから、これから国民が一人一人

持たなければならない、持たされるという機械についての仕様を決めていくという話で、産

構審のことを持ち出されても話は通らないだろうと思います。自治、法が介入するべきでは

ないという部分もあろうかと思いますが、自治に任せて変なことになってしまうことは多々

ありますので、そこのところはやはり制度エンフォースメントがいいのではないかと思いま

す。 

   それから技術がある技術があると、技術の検討が先であるとおっしゃいますけれど、また

先ほどのお話とかぶってしまいますけど、穴蔵で技術を決められても困るので、技術がある

のだったら堂々とこの場に出していただいて、検討材料としていくという中で話を進めてい

くべきではないかと思います。 

  以上です。 

【村井主査】 ありがとうございます。そのほかに何かご意見はございますでしょうか。どうぞ。 

【植井委員】 私も技術検討ワーキングに出ている立場で、今までも幾つか議論を伺ってきてお

りますが、まさに厳しいご指摘を委員会の場でいただいていると思っております。どちらか

というとニュートラルな立場でまだ考えるべきだと私は思っておりますが、必ずしもどちら

かのシステム、どちらかの制度を優先してどうこうということではなくて、ここは聖域なき

検討を加えるべき状況になってきていると考えますので、むしろ公平に比較したものを皆様

の場でお出しして、見ていただく、検討していただくという作業が、今後のワーキングにお

いての重要事項であると認識しております。重ねて、今色々伺いました消費者の方々、ある

いは権利者の方々の言葉は重く受けとめるべきだと考えております。以上です。 

【村井主査】 ありがとうございます。 

   その他に何かご意見はございますでしょうか。ありがとうございました。 

   先ほどご説明していただいたのは確か２０ページからですが、伺ったご意見を確認してみ

ましたので、今幾つかご指摘いただいた点について述べさせていただきます。榊原さんから

課題の特定の重要性についてご発言いただきました。それから幾つかのＢ－ＣＡＳに関する

点についてもご意見いただき、特に河村委員からは災害時の緊急対応についても触れていた

だきました。今日はご説明を致しませんでしたが、Ｂ－ＣＡＳのシステムそのものについて

も１５ページから１９ページにわたって幾つか書いてあり、緊急対応についてふれた部分も

確認いたしましたが、１６ページの下から２つ目に入っております。 

   また、制度を設ける前に民間の自助努力が原則という議論がある一方で、先ほど植井委員
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には聖域なき検討を加えるべき状況であるというご指摘をいただきました。また、そうした

経過を全員が揃うこの場にきちんと反映させるように、長田委員等からご指摘いただきまし

た。その辺りの委員会と技術ワーキングとの連結性については、技術ワーキングで専門的に

議論されていることが委員会の場でしっかりと伝わっているかはきちんと気をつかっていこ

うということを話しました。えてして、専門家同士で話しますと、何となく分かったような

気になりがちなので、委員会の場において透明性が失われるような表現にならないように留

意しようと確認し合い、技術ワーキングのご了解を得て、それを反映させるように努めまし

た。そのようなわけで、今ご指摘の事柄は素材としては大体入っているという認識です。 

   今申し上げましたように、幾つかの観点からのご指摘はありましたが、このエンフォース

メントに関する今後の進め方ですが、ここに記述するのは、先ほど榊原さんが最初にご指摘

なさった民民の解決方法について議論が尽くされているかを常に意識していくという点、で、

これも技術ワーキングの方でも何度かご指摘していただいた点です。 

   それから、技術と制度という２つの選択肢が答申案において出てきています。課題を明確

にした上で比較・検証していく作業は重要ですが、ただ、課題を明確にするというプロセス

自体も時間がかかりますので、これまでの経緯やこれからのタイムスケジュールを考慮する

と、やはり幾つかできることとできないことが生じます。これも技術ワーキングの方で議論

したことだと思います。従いまして、民民の解決方法について議論が尽くされているかを常

に意識していくという点と２つの選択肢を比較・検討していくという２点が大体基本的な方

向です。その方向性が答申案に表現されているかどうかということになります。本日ご意見

は大体皆さんからいただきましたから、これで先ほどの前半の部分と同じように、昨日、本

日もう一度議論することを前提に答申の案文の作成が部会長に一任されているという状態で

す。つまり部会長村上さんが案文の作成を最終的に一任されているのは昨日のステータスで

すので、内側の案文はこちらで作ることになります。 

   本日の意見を踏まえた答申案を作成するわけですが、本委員会ではその作業を私に一任し

ていただき、この骨子に従った案文を作成して皆さんにご相談します。それを次は村上さん

にお願いして、村上さんから総会に諮っていただくという流れでいきたいと思います。皆さ

んにはもちろん案文ができ次第速やかに照会をさせていただきます。 

   さて、時間はどれぐらいあるかと、よく考えると、１週間を切っています。１週間ありま

せんので、すぐこの後から作業に取り掛かりたいのですが、昨日も私は部会に提案する案件

が２つありまして、完全性が高いものと低いものと２つ並んで提案することになりました。

私は大学の学生の学位の申請においても２つ出すような時には似たような状況は多々経験し

ておりますから、一応ベテランということで、昨日切り抜けました。これから大変短い時間

で作業を行うことになりますので、ぜひご協力をよろしくお願いします。 
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   昨年８月から２０回以上ということで、ようやく答申案の原案を皆さんにお諮りして作成

していく段階に入りますが、これまでのところ大変お忙しい中、非常に真剣に議論に参加し

ていただいたことに改めて私からお礼を申し上げると共に、今後、最後のプロセスというこ

とで、答申案に向けてぜひご協力を賜りたいということをお願いしたいと思います。 

   私からは以上です。事務局からなにかありますか。 

【小笠原コンテンツ振興課長】 委員会だけですと２０回以上なんですが、ワーキングを入れま

すと、ちょっと数えてみると５０回に届かんとしている回数になりまして、事務局としても

改めまして、大変お忙しいところをここまでおつき合いいただき、かつ、先生から、非常に

耳の痛い完成度の低い段階でまことに恐縮ですが、あと数日間おつき合いいただければと思

います。よろしくお願いいたします。 

【村井主査】  それでは、今日の会議は終了いたします。本当にありがとうございました。 

 

以上 


